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祖
父
母
の
時
代
は
子
供
が
多
か
っ
た
。
今
の
９
０
歳
代
の
方
の
親
と

い
い
ま
す
と
、
昭
和
の
初
め
を
生
き
た
方
々
で
、
戦
前
に
暮
ら
し
て
い

た
方
々
で
す
。
当
時
は
子
供
が
４
人
～
６
人
ぐ
ら
い
は
ザ
ラ
で
し
た
。 

当
時
の
相
続
は
明
治
３
１
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
民
法
に
よ
っ
て
い
ま

し
た
。 

１
．
先
ず
家
が
第
一
で
あ
る
。
家
は
祖
先
か
ら
子
孫
へ
と
承
継
さ
れ
て

い
く
も
の
で
あ
る
。 

２
．
家
は
家
督
相
続
と
し
て
長
男
男
子
が
単
独
で
相
続
す
る
の
が
原
則

で
あ
る
。 

３
．
家
の
長
で
あ
る
戸
主
に
は
、
家
を
統
括
す
る
た
め
の
強
大
な
戸
主

権
が
与
え
ら
れ
家
の
財
産
の
処
分
権
や
婚
姻
の
承
諾
権
当
が
戸
主
の

専
属
権
で
あ
っ
た
。
結
婚
も
親
の
命
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

税
理
士
の
藤
田
明
と
申
し
ま
す
。
今
回
は
皆
様
に
相
続
贈
与
の
情
報
を

お
伝
え
い
た
し
た
く
、
相
続
贈
与
新
聞
を
発
行
し
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
参

考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

最
近
の
相
続
で
感
じ
る
こ
と
は
少
子
高
齢
化
で
あ
り
ま
す
。
相
続
人
と

な
る
方
が
一
人
、
二
人
が
大
半
で
す
。
一
人
っ
子
相
続
や
兄
弟
二
人
の

相
続
が
多
い
で
す
。
相
続
と
い
い
ま
す
と
前
妻
と
後
妻
の
子
供
が
相
続

争
い
を
す
る
と
い
う
ド
ラ
マ
風
に
考
え
ま
す
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
相
続
さ

れ
る
場
合
が
多
い
で
す
。 

 
一
方
で
被
相
続
人
の
方
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
方
で
す
が
、
高
齢
化

が
進
ん
で
い
ま
す
。
９
０
歳
代
に
な
っ
て
の
死
亡
が
多
い
で
す
。
大
半

は
８
０
，
９
０
ま
で
長
生
き
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
齢
が
高
い
の
で
介
護

施
設
に
入
所
し
て
老
人
ホ
ー
ム
で
お
亡
く
な
り
に
な
る
。
お
金
が
続
く

か
ど
う
か
。
高
級
な
老
人
ホ
ー
ム
は
月
３
０
万
か
ら
４
０
万
は
し
ま

す
。
２
，
３
年
で
３
千
万
円
ぐ
ら
い
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お

金
の
切
れ
目
が
命
の
切
れ
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。 

 

会
社
経
営
者
で
あ
れ
ば
銀
行
借
入
金
が
あ
り
ま
す
。
社
長
が
倒
れ
れ

ば
会
社
の
経
営
も
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
会
社
で
社
長
に
生
命
保
険
を

掛
け
て
い
れ
ば
、
死
亡
時
に
保
険
金
が
入
り
ま
す
。
し
か
し
保
険
を
か

け
て
い
な
い
場
合
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。 

 

相
続
時
に
負
債
が
有
る
と
い
う
時
は
、
財
産
を
相
続
す
る
よ
り
も
相

続
放
棄
を
す
る
方
が
有
利
で
す
。
相
続
放
棄
は
裁
判
所
に
相
続
後
３
ケ

月
以
内
に
行
い
ま
す
。 

              

国
際
化 

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
八
村
塁
選
手
、

１
０
０
メ
ー
ト
ル
走
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
飛
鳥
選
手

な
ど
外
国
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手

が
活
躍
し
て
い
ま
す
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
日
本

人
と
外
国
人
と
の
結
婚
が
増
え
て
い
る
と
い
う 

こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

親
が
外
国
に
住
ん
で
外
国
に
財
産
を
残
し
た
場
合

な
ど
は
、
日
本
に
国
籍
が
あ
れ
ば
、
日
本
の
法
律

が
準
拠
さ
れ
ま
す
。
日
本
国
籍
が
な
く
て
外
国
に

帰
化
し
て
い
れ
ば
外
国
の
法
律
が
準
拠
さ
れ 

ま
す
。 

外
国
に
帰
化
し
て
い
る
な
ど
の
場
合
は
個
々
の 

事
情
を
よ
く
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

            

 

戦
前
と
は
違
い
、
戦
後
の
民
主
主
義
の
民
法
の

参
考
下
で
は
子
供
は
す
べ
て
均
等
相
続
で
す
。
長

男
の
嫁
に
は
財
産
は
い
き
ま
せ
ん
が
（
寄
与
分
制

度
あ
り
）、
権
利
と
し
て
の
財
産
分
け
は
平
等
と
い

う
こ
と
で
、
権
利
の
主
張
は
当
然
と
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 

親
の
介
護
は
誰
が
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
老
い
た
親
は
死
ぬ
ま
で
た
ら
い
回
し
に
さ
れ

て
老
人
ホ
ー
ム
で
寂
し
く
亡
く
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。 

兄
弟
二
人
の
場
合
、
親
が
ど
ち
ら
か
を
ひ
い
き
し

た
り
、
偏
愛
し
た
り
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
生
前
に
弟
に
財
産
分
与

や
贈
与
を
行
っ
た
と
し
ま
す
。 

兄
は
そ
れ
を
知
る
と
自
分
の
分
け
前
が
減
っ
て
し

ま
う
と
し
て
遺
産
分
割
協
議
が
難
し
く
何
年
も
か

か
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

子
供
は
少
な
く
て
も
、
兄
弟
姉
妹
間
で
の
相
続
の

在
り
方
は
結
構
難
し
い
よ
う
で
す
。 

       

 

 

 

 

 

 

 

形
式
的
公
平
、
実
質
的
公
平
と
は 

 

こ
こ
に
３
個
の
ダ
ン
ゴ
が
あ
り
、
三
人
の
者
に
こ
の
ダ
ン
ゴ
を
三

人
に
ひ
と
つ
づ
つ
分
け
て
や
る
の
が
形
式
的
公
平
で
あ
る
。
し
か
し

３
人
の
う
ち
２
人
は
裕
福
で
満
ち
足
り
て
い
る
の
に
対
し
、
一
人
は

貧
乏
で
腹
を
す
か
し
て
い
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
ダ
ン
ゴ
を
そ
の
一

人
に
全
部
与
え
る
と
い
う
の
が
実
質
的
公
平
で
あ
る
。
民
法
で
は
、
相

続
分
は
妻
が
２
分
の
１
、
子
供
も
２
分
の
１
だ
が
、「
子
供
が
い
れ
ば

子
供
の
相
続
分
は
相
等
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
公
平

で
あ
る
。
子
供
は
立
派
に
成
長
し
て
生
活
し
て
い
る
場
合
、
自
分
が
死

ん
で
一
番
困
る
の
は
老
齢
病
弱
な
配
偶
者
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
自

分
の
遺
産
は
す
べ
て
妻
に
相
続
さ
せ
る
と
い
う
の
が
実
質
的
公
平
で

あ
る
。
世
の
中
に
は
一
部
の
者
に
遺
産
を
集
中
さ
せ
る
の
が
妥
当
と

思
え
る
場
合
も
あ
る
。
農
業
や
個
人
商
店
の
後
継
者
、
老
齢
病
弱
な

妻
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
な
ど
の
ケ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
。 

 

 

父
が
亡
く
な
っ
て
母
の
所
有
す
る
６
千
万
円
の
土
地
を
兄
弟
二
人
で

相
続
す
る
場
合
に
、
兄
が
全
部
相
続
し
た
と
し
ま
す
。 

 

弟
は
２
分
の
１
の
権
利
が
あ
り
ま
す
の
で
、
兄
は
３
千
万
の
現
金
を

渡
す
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
代
償
分
割
と
い
い
ま
す
。 

 

代
償
分
割
に
は
予
め
現
金
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

で
き
な
け
れ
ば
土
地
を
売
却
し
て
決
済
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。 



配偶者の税額軽減制度 

相続税法では配偶者は内縁関係の方は含まれませ

ん。 

（１） 相続財産の法定相続分（１/2）と１億６千

万円のいずれか多い方の金額 

（２） 実際取得金額 

 （１）（２）のいずれか少ない金額が軽減される

相続財産です。 

 このため、配偶者が相続する場合は一人であって

も、財産が約１億６千万円以下であれば、相続税額

はかからないことになります。 

（税額がなくても相続税の申告は必要です。） 

小規模宅地の特例 

 小規模宅地等については 

 特定事業用宅地（８０％減）４００㎡ 

 同族会社事業用宅地（８０％減）４００㎡ 

 特定居住用宅地（８０％減）３３０㎡ 

 貸付事業用宅地（５０％減）２００㎡ 

 これらの宅地について評価減が得られます。 

 中小事業者にとっては、事業を営んでいる建物の敷地である土地は事業を継続する

ために欠かせないものです。このため相続した土地には特例が適用されるのです。 

 親の家に相続後も引き続き住んでいく相続人にとって、被相続人の土地を 

引き継ぐことは生活に欠かせないものであります。このため居住を継続し、保有を継

続する相続人には特例が設けられているのです。 

特定居住用宅地等 

被相続人の居住の用に供されている宅地等で次の

（１）（２）（３）のいずれかに該当する被相続人の

親族が取得したものは８０％の減額になる。 

つまり 330 ㎡までの評価１億円の土地は２千万円

の評価になるということです。 

（１）配偶者が取得 

（２）被相続人と同居していた親族が取得して居住

を継続、保有を継続 

（３）被相続人と別居の親族が取得した場合（過去

に自己の家屋、又は親族の家屋、同族会社の家屋に

居住していない） 

 

遺言書 

 遺言書を残す必要がある場合。 

 再婚した夫婦 連れ子がいるので複雑になりやすい。 

 事実婚の夫婦 戸籍上の配偶者でないと相続できない。遺言で財産を残す必要が 

あります。 

 子供のいない夫婦 子供がいないと財産は兄弟への相続になります。それを 

 避けるためには遺言をしておくべきであります。 

 遺言の種類 

（１） 自筆証書遺言 

平成３０年民法改正により財産目録などをﾊﾟｿｺﾝで作成することができるよ

うになりました。自筆証書遺言を公的施設などに保管してもらえることにな

り、相続の時に遺言書の有無を確認できる制度ができている。 

（２） 公正証書遺言 

（３） 秘密証書遺言 

 

  

 

 

税理士紹介 

藤田明税理士事務所 税理士 藤田明 

 三菱 UFJ 銀行退職後は綜通グループに勤務。

現在は千葉県税理士会（市川支部）に所属。顧問

先は不動産管理会社、地主さん、建設関係が多

い。不動産の収益性分析や消費税還付案件など

幅広く手掛けています。 

 

 

相続贈与のご相談承ります。コロナ対策をして面談します。電話相談も可 

 

当事務所へ電話で予約して下さい。当事務所で行います。又は ZOOMによるパソコン会議も対応しています。 

 

藤田明税理士事務所 
〒 千葉県市川市菅野 4-13-1-305 

 ＴＥＬ 047-325-0173 

FAX 047-711-1613 

Email: ayfujita@gaea.ocn.ne.jp https://s49fujitax.com  

   

 

https://s49fujitax.com/

